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日本放送協会の放送法第 20 条第２項第２号及び第３号の業務の実施基準 

の変更の認可申請に対する総務省の考え方 

Ⅰ 経緯等 

  令和２年 11 月 10日、日本放送協会（以下「協会」という。）から、放送法（昭和 25年法

律第 132号。）第 20条第９項の規定に基づき、同条第２項第２号及び第３号に規定するイン

ターネットを通じて放送番組等を提供する業務（以下「インターネット活用業務」という。）

の実施基準の変更について認可申請があった。協会からの申請の概要、申請に対する現時点

における総務省の考え方は以下のとおりである。 

Ⅱ 申請の概要 

  協会においては、総務大臣の認可を受けた実施基準に基づき、インターネット活用業務を

実施しているところ、今回、実施基準の変更について総務大臣の認可申請を行ったものであ

る。協会から申請のあった実施基準の変更案（以下「変更案」という。）は別添のとおりで

あり、 

ア インターネット活用業務の実施に要する費用の上限について、「各年度の受信料収入

の 2.5％の上限とする」ことから「年額 200億円を超えないもの」に改めること

イ 「オリンピック・パラリンピック東京大会に係る取り組み」について、実施予定額を

「20億円以下」とする定め及びその費用について実施計画で内容等を明示する定めを

削除すること

ウ ２号受信料財源業務 1として行われる総合テレビジョン放送及び教育テレビジョン放

送の見逃し番組配信（以下「地上テレビ見逃し番組配信」という。）のうち地方向け放

送番組（同一内容で全国向けに再放送した番組を除く。）の提供期間について、放送日

の翌日から起算して「７日以内」から「14日以内」に改めること

エ 邦人向け協会国際衛星放送の放送中番組及び既放送番組の提供対象地域を日本国外

に限定すること

オ ２号受信料財源業務として行われる総合テレビジョン放送及び教育テレビジョン放

送の同時配信（以下「地上テレビ同時配信」という。）の提供時間について、当分の間、

「限定して行う」ことから「限定して行うことがあり」に改めること

等とするものである。 

1 本文書における「２号受信料財源業務」は、現行の実施基準第２条第４号に定める、放送番

組等を電気通信回線を通じて一般の利用に供する業務（放送に該当するものを除く。）（法第 20
条第２項第２号の業務）のうち、専ら受信料を財源として行うものをいう。

別添２
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Ⅲ 現時点における総務省の考え方 

 

（１）基本的な考え方 

 

   変更案の認可に当たっては、「日本放送協会のインターネット活用業務の実施基準の認

可に関するガイドライン」（総務省平成 26 年 11 月。令和元年 9 月改定。以下「ガイドラ

イン」という。）における審査項目に照らして、総務省の考え方について検討を行う。 

 

（２）ガイドラインに照らした検討 

 

１．法第 15条の目的達成に資すること（法第 20条第 10項第１号関係） 

 

（１）公共放送としての協会が行うものとして適切な業務であること 

 

変更案は、２号受信料財源業務について、業務の実施方法の一部等を変更するも

のであるが、業務内容を変更するものではなく、公共放送として協会が行うものと

して、引き続き、適切なものと認められる。 

 

（２）市場の競争を阻害しないこと 

    

２号受信料財源業務の実施の方法については、変更案において、以下のように変

更されている。 

ア 地上テレビ同時配信について、現行の実施基準附則第２条第２項において、

「当分の間、（中略）提供時間を限定して行うもの」とされていたものを、変

更案附則第２条第１項では「当分の間、（中略）提供時間を限定して行うこと

がある」に変更 

イ 地上テレビ見逃し番組配信のうち地方向け放送番組の提供期間について、放

送日の翌日から起算して「７日以内」とされていたものを、「14日以内」に変

更 

これらの点について、インターネット上のコンテンツ配信市場が拡大する中変更

案によるインターネット活用業務の実施によって、広告収入により提供されるコン

テンツ配信市場に直接影響するものではなく、また、現行の実施基準第９条に基づ

き、協会の会長の諮問機関として設置されるインターネット活用業務審査・評価委

員会（以下「審査・評価委員会」という。）から、インターネット活用業務の公共

性及び市場競争への影響等の業務の適切性の確保する観点による見解を求めるこ

ととされていることも勘案すれば、直ちに市場の競争を阻害するおそれは低いもの

と考えられる。 

また、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に関し、基本的には協会と民

間放送事業者等が事前に調整の上、配信を行うものであり、協会が民間放送事業者
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等との事前調整の結果にしたがって実施する限りにおいては、直ちに市場の競争を

阻害するおそれは低いものと考えられる。 

 

（３）特定の外部事業者に対し不当な差別的取扱い等をするものでないこと 

 

変更案において、現行の実施基準からの変更はないため、引き続き、適切なもの

と認められる。 

 

（４）外部事業者及び民間競合事業者からの意見・苦情等を適正に取り扱うために必

要な措置を講ずるものであること 

 

現行の実施基準第９条第４項の審査・評価委員会による外部事業者への意見の求

めができる場合について、変更案は、一部表現の変更を行っているが、実質的な変

更となるものではないため、引き続き、適切なものと認められる。 

 

（５）地方向けの放送番組の提供に関する事項が適正かつ明確に定められていること 

      

現行の実施基準第 14 条第３項において、地上テレビ見逃し番組配信の提供期間

及び時間については、「放送日の翌日から起算して７日以内に終了する」と定めら

れているところ、変更案第 14条第３項において、地上テレビ見逃し番組配信のう

ち地方向け放送番組の提供期間及び時間については、「放送日の翌日から起算して

14日以内に終了する」という、ただし書を追記している。この定めについては、協

会の報道発表資料 2によると、地上テレビ見逃し番組配信のうち地方向け放送番組

の提供は、放送直後に配信開始できない場合も考えられるため、配信期間が相当程

度短くなることを避けるために、配信期間について特別の定めをしているとされて

いることから、地方向けの放送番組の提供に関する事項が適正かつ明確に定められ

ているものと認められる。 

なお、現行の実施基準附則第３条の「令和３年度以降の地方向け放送番組の提供

に係る取り組みについては、令和２年度中にその計画を明らかにする」との定めが、

変更案においては削除されている。これについては、変更案の施行期日を定める変

更案附則第１条第２項の定めにより、現行の実施基準附則第３条は令和２年度内ま

で有効であることから、令和２年度中に令和３年度以降の地方向け放送番組の提供

に係る取り組みについては、同条に基づき計画が明らかにされることが確保される

ものである。 

 

                                                   
2 令和２年 11 月 10 日協会報道発表資料「NHK インターネット活用業務実施基準 変更案

について」における「２.地方向け放送番組の配信強化」参照。 
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（６）他の放送事業者との協力に関する事項が適正かつ明確に定められていること 

 

変更案において、現行の実施基準からの変更はないため、引き続き、適切なもの

と認められる。    

   

（７）営利を目的とする業務でないこと 

 

変更案において、現行の実施基準からの変更はないため、引き続き、適切なもの

と認められる。 

      

（８）営業活動が公正かつ適切な方法により行われるものであること 

     

変更案において、現行の実施基準からの変更はないため、引き続き、適切なもの

と認められる。 
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２．業務の種類、内容及び実施方法が適正かつ明確に定められていること（法第 20 条第

10項第２号関係） 

 

（１）業務の種類、内容及び実施方法が適正かつ明確に定められていること 

 

     変更案に記載されている内容に照らして検討を行った結果は以下のとおりである。 

 

Ａ）業務の種類及び業務の内容 

変更案において、現行の実施基準からの変更はないため、引き続き、適切なものと

認められる。 

 

Ｂ）業務の実施方法 

変更案において、２号受信料財源業務及び２号有料業務 3について、ガイドライン

において求めている①、②及び⑦の項目について以下の下線箇所のとおり変更されて

いるところ、業務の種類、内容及び実施方法がそれぞれ明確に記載されていることか

ら、適切なものと認められる。 

 

① サービスの提供期間及び時間に関する事項 

記載箇所 現行 変更案 

第 14 条第 3

項 

放送の翌日から起算して７日以内

に終了する。 

放送の翌日から起算して７日以内に

終了する。ただし、地上テレビ同時配

信のうち地方向け放送番組について

は、放送日の翌日から起算して 14 日

以内に終了するとしている。 

附則第 2条 地上テレビ同時配信について、当

分の間、提供時間を限定して行う

としている。 

地上テレビ同時配信について、当分の

間、提供時間を限定して行うことがあ

るとしている。 

② サービスの提供区域に関する事項 

記載箇所 現行 変更案 

第 14条第 4

項 

制限を設けない。 放送中番組及び既放送番組のうち邦

人向け協会国際衛星放送の放送番組

に係るものについては日本国外に限

ることとしている。 

                                                   
3 本文書における「２号有料業務」は、現行の実施基準第２条第５号に定める、放送番組等

を電気通信回線を通じて一般の利用に供する業務（放送に該当するもの及び協会のテレビジ

ョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に一般の利用に供

する業務を除く。）（法第 20 条第２項第２号の業務）のうち、専ら受信料を財源として行う

もの以外のものをいう。 
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⑦ 地方向けの放送番組の提供に関する事項 

記載箇所 現行 変更案 

附則第３条

（削除） 

令和３年度以降の地方向け放送番

組の提供に係る取り組みについて

は、令和２年度中にその計画を明ら

かにする。 

削除 

 

 

（２）業務の対象が、法に規定されている範囲に収まっていること 

       

変更案において、現行の実施基準からの変更はないため、引き続き、適切なも

のと認められる。 
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３．業務の種類、内容及び実施方法並びに２号業務に関する料金その他の提供条件に関

する事項が、協会の放送を受信できる受信設備を設置した者について、法第 64条第１

項の規定により協会とその放送の受信についての契約をしなければならないこととさ

れている趣旨に照らして、不適切なものでないこと（法第 20条第 10項第３号関係） 

 

変更案において、２号受信料財源業務の実施方法のうち地上テレビ同時配信の提供時

間について、当分の間、「限定して行う」とされていたものを「限定して行うことがあ

り」に、地上テレビ見逃し番組配信のうち地方向け放送番組の提供期間について、放送

日の翌日から起算して「７日以内」とされていたものを「14 日以内」に変更されてい

る。 

しかしながら、協会に対して利用申込みを行っていない者や、利用申込みを行ったも

のの受信契約を締結している事実を確認できない者等について、地上テレビ同時配信

の画面上に、協会との受信契約を確認するための情報提供を求める旨のメッセージを

表示する措置や、地上テレビ見逃し番組配信を利用できない状態とする措置について、

現行の実施基準からの変更はないため、引き続き、受信料制度の趣旨を損なうものでは

ないと認められる。 
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 ４．業務の実施に過大な費用を要するものでないこと（法第 20条第 10項第４号関係） 

 

（１）受信料財源業務の実施に要する費用の上限が適正かつ明確に定められているこ    

  と 

 

    ① ２号受信料財源業務 

  変更案において、以下のように変更されている。 

 ア ２号受信料財源業務の実施に要する費用の上限について、現行の実施基準第

17条第１項において、「各年度の受信料収入の 2.5％を上限とする」とされてい

たものを、変更案第 17 条第２項において、「年額 200 億円を超えないものとす

る」に変更 

 イ 「オリンピック・パラリンピック東京大会に係る取り組み」の実施に要する費

用について、その上限を「20 億円以下」とする現行の実施基準附則第４条第４

項を削除し、アの上限の中に含まれるよう変更 

 これらの変更について、審査項目（イ）費用の上限の明確性、及び（ロ）費用

の上限の適正性、に照らして検討を行う。 

 

（イ）費用の上限の明確性 

    変更案では、アに記載したとおり、２号受信料財源業務の実施に要する費用

の上限は「年額 200億円を超えないもの」とされており、明確に定められてい

ると認められる。4 

 

 （ロ）費用の上限の適正性 

本項目については、変更案別添１の「インターネット活用業務の実施に要す

る費用に関する事項の算定根拠」（以下「算定根拠」という。）によると、協会

がインターネット活用業務の実施に要する費用について、令和２年度予算に比

べて増額を見込んでいることについて検討する。 

まず、変更案におけるインターネット活用業務全体の実施に要する費用の見

込額について検討する。 

これらの見込みについて、 

                                                   
4 協会が令和２年９月 15日に公表し、翌 16日から同年 10月 15日まで意見募集を行った

「ＮＨＫインターネット活用業務実施基準の変更素案」の第 17条第１項中、次の２点は、放

送法及びそのガイドライン（審査基準）に反するものであった。 

①費用の上限が定められていないのは、ガイドラインに反すること 

②総務大臣の認可の対象である「インターネット活用業務の実施基準」にではなく、総務 

大臣の認可の対象外である中期経営計画に費用上限を記載することとされていたのは、放

送法第 20条第９項の総務大臣認可の趣旨を潜脱すること 

今後協会においては、これらの点を認識し、放送法等の趣旨を十分踏まえた案を示される

よう留意されたい。 
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    １） 国内インターネット活用業務のうち「常時同時配信等業務」については、

令和２年度予算における 54億円に対し、令和３年度は 54億円、令和４年度

は 62億円、令和５年度は 64億円が見込まれている。 

これについては、 

・ 配信関連費として、地上テレビ同時配信の提供時間の増加や利用者の増

加、配信基盤やセキュリティ・プライバシー対策の強化に伴う費用の増加

による増額が見込まれていること 

・ 地上テレビ見逃し番組配信のうち地方向け放送番組の提供について、配

信設備整備に係る費用及び配信番組数の増加による増額や大阪拠点放送局

の番組をはじめ他の放送局で放送した番組を含めて見逃し番組配信を実施

することによる増額が見込まれていること 

が示されている。 

２）国内インターネット活用業務のうち１）以外の業務については、令和２年

度予算における 109億円（東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係

る 19億円を含む。）に対し、令和３年度は 110億円（東京オリンピック・パ

ラリンピック競技大会に係る 17億円を含む。）、令和４年度は 95億円、令和

５年度は 93 億円が見込まれている。 

 これについては、 

・ 気象情報の手話ＣＧの取組などのユニバーサル・サービスに要する費用、

防災・減災、感染症関連情報の提供、教育などの情報提供の取組を強化す

る一方で、費用を一層抑制的に管理することで総額の圧縮を図るとされて

いること 

・ コンテンツ制作関連費及び配信関連費について、東京オリンピック・パ

ラリンピック競技大会及び北京オリンピック・パラリンピック競技大会に

係る費用を含め、令和３年度は 60 億円と 17 億円がそれぞれ見込まれてお

り、ワールドカップサッカー・カタール大会におけるデジタル展開に要す

る費用が見込まれる令和４年度には 50億円と 13億円にそれぞれ抑えられ、

特段事情のない令和５年度にも同額を見込んでいること 

が示されている。 

   ３）国際インターネット活用業務に係る費用について、令和２年度予算におけ

る 25億円に対し、令和３年度は 28億円、令和４年度は 32億円、令和５年度

は 34億円が見込まれている。 

 これについては、 
・ 世界に向けて日本の理解を促進する情報や地域の魅力を伝える情報の発

信を行う国際放送番組の配信の強化や多言語化の推進による増額 

・ 在外邦人の安全を守るための邦人向けテレビジョン国際放送について、一

部番組の海外向け配信の開始による増額 
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・ 外国人向けテレビジョン国際放送について、外国配信事業者のウェブサイ

ト等を通じた配信対象地域を順次拡大にすることに伴う権利確保に要する

費用や外国配信事業者に対する配信費用の支払による増額 

が示されている。 

 

これらの１）～３）を考慮すれば、地上テレビ見逃し番組配信のうち地方向け

放送番組の提供や国際インターネット活用業務といった協会の目的達成に資

する業務であることやその理由も認められ、費用の増加についても、おおむね

一定の合理性があると考えられる。 

 

   次に、２号受信料財源業務の実施に要する費用の上限について検討する。 

変更案第 17 条第２項においては、「年額 200億円」とされているところ、令和

３年度から令和５年度までの実施に要する費用の見込額は 189億円から 192億

円とされている。 

費用上限額は、算定根拠によると、「常時同時配信等業務の想定を超える利用

増に伴う費用の増加」や、放送法の努力義務である、他の放送事業者が行うイ

ンターネット配信業務への協力や地上テレビ見逃し番組配信のうち地方向け

放送番組の提供のほか、国際インターネット活用業務といった協会の役割や社

会的要請等を踏まえた新規の取り組みの開始といった、「現時点では見通すこ

との出来ない将来の支出があり得る」ことによるとされている。 

以上を踏まえると、費用の上限額と見込額の差分については、不適切とまで

は言えない。 

ただし、変更案第 17条第１項において、「実施しようとする業務が真に必要

で有効なものか、受信料財源により賄うことが妥当かなどの観点から不断に点

検して抑制的な管理に努める」旨が定められていることを踏まえ、２号受信料

財源業務の実施に要する費用が算定根拠に記載されている各年度の見通し総

額を超える金額にならないよう努めるとともに、上述の「現時点では見通すこ

との出来ない将来の支出」などにより令和３年度から令和５年度までにおける

各年度の見通し総額を上回ることとなった場合には、当該年度の実施計画・業

務報告書等において、その旨及び理由を明らかとすることが求められる。 

 

② ３号受信料財源業務 5 

変更案において、「災害等の緊急時に係る情報提供を迅速かつ広範に行うために

                                                   
5 本文書における「３号受信料財源業務」は、現行の実施基準第２条第６号に定める、放送

番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて、一般の利用に供する事業を行う者（放送事業

者及び外国放送事業者を除く。）に提供する業務（協会のテレビジョン放送による国内基幹放

送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に提供する業務を除く。）（法第 20 条第２項

第３号の業務）のうち、専ら受信料を財源として行うものをいう。 
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特に必要と認める場合」、「国際放送および協会国際衛星放送の放送番組の外国にお

ける視聴機会を拡大するために必要と認める場合」及び「その他特に公益上の意義

があると認める場合」の費用上限について、現行の実施基準の「年額１億円を上限

とする」とされていたものを「年額１億円を超えない額」とする変更を行っている

が、実質的な変更となるものではないため、引き続き、適切なものと認められる。 

 

（２）インターネット活用業務全体の実施に要する費用が、任意業務の趣旨に照らし

て適切な規模であること 

 

２号受信料財源業務の実施に要する費用の上限については、現行の実施基準第

17条第１項においては、「各年度の受信料収入の 2.5％」とされているところ、変

更案第 17条第２項においては「年額 200億円」に変更されている。 

現行の実施基準における令和２年度の２号受信料財源業務の実施に要する費用

の上限は、受信料収入の 2.5％であるところ、令和２年度予算の受信料収入に当て

はめると 174 億円相当であり、加えて、現行の実施基準附則第４条第４項におい

て示されている東京オリンピック・パラリンピック競技大会の実施予定額の上限

が 20億円以下であり、合計 194億円相当であるのに対して、変更案における上限

額は 200 億円と増加している。 

一方、変更案の別紙「ＮＨＫ経営計画における受信料及び収支の見通しの算定根

拠等（案）」によると、令和３年度以降の受信料収入については、各年度 6,700億

円を見込んでおり、協会の業務全体の経費を 630 億円程度削減する中で、インタ

ーネット活用業務を含む業務に 130億円程度重点投資することとしている。 

協会が、業務全体の経費を削減することしている中で、インターネット活用業務

の２号受信料財源業務として、地上テレビ見逃し番組配信のうち地方向け放送番

組の提供や国際インターネット活用業務の費用を増加させているものの、増加分

は全体の経費削減の規模に対して一部にとどまっており、かつ、費用の増加につ

いては協会の目的達成に資する業務やその理由があるものと認められることから、

協会の事業収支に影響を与えるものではなく、任意業務の趣旨に照らしても一定

の合理性のある規模にとどまっていると認められる。 
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５．第２項第２号の業務にあっては、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするもので 

ないこと（法第 20条第 10 項第５号関係） 

   

変更案において、現行の実施基準からの変更はないため、引き続き、適切なものと認

められる。 
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６．第２項第２号の業務にあっては、利用者の利益を不当に害するものでないこと（法第

20条第 10項第６号関係） 

 

（１）サービスの利用条件等に対する考え方が適正かつ明確に定められていること 

 

     変更案において、現行の実施基準からの変更はないため、引き続き、適切なもの

と認められる。 

 

（２）サービスの内容、利用条件等について、利用者に対してあらかじめ明示するた

めの必要な措置を講ずるものであること 

 

変更案において、現行の実施基準からの変更はないため、引き続き、適切なもの

と認められる。 

 

（３）インターネット活用業務に関する個人情報その他の情報の適正な取扱いに関す

る事項について必要な措置を講ずるものであること 

 

変更案において、現行の実施基準からの変更はないため、引き続き、適切なもの

と認められる。 

 

（４）利用者からの意見・苦情等を適正に取り扱うために必要な措置を講ずるもので

あること 

   

変更案において、現行の実施基準からの変更はないため、引き続き、適切なもの

と認められる。 

 

（５）サービスの利用に必要な設備等の満たすべき要件が適正かつ明確に定められて

いること 

 

変更案において、現行の実施基準からの変更はないため、引き続き、適切なもの

と認められる。 
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７．施行規則第 12 条の２で定める実施基準の記載事項が適正かつ明確に定められている

こと 

 

（１）インターネット活用業務に関する苦情その他の意見の受付及び処理に関する事

項が適正かつ明確に定められていること  

 

     変更案において、現行の実施基準からの変更はないため、引き続き、適切なもの

と認められる。 

 

（２）経理に関する事項が適正かつ明確に定められていること  

   

Ａ）区分経理の実施方法について適正かつ明確に定められていること 

変更案において、区分経理等に係る経過措置を定めた現行の実施基準の附則８条

が削除されているが、当該規定が令和元年度における経過措置であることによるも

のであり、削除による影響はなく、引き続き、適切なものと認められる。 

 

Ｂ）費用の整理に関する計算方法について、次の（イ）～（ハ）6に掲げる事項を実施計

画において定める旨が適正かつ明確に定められていること 

変更案において、現行の実施基準からの変更はないため、引き続き、適切なもの

と認められる。 

 

Ｃ）費用明細表の作成 

 インターネット活用業務に係る費用については、現行の実施基準第 42条第６項に

おいて、放送法施行規則第 32 条第６項の様式に従い、費用明細表を作成することと

なっていることに加え、現行の実施基準附則第４条第５項により、令和２年度に係る

費用明細表には、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る業務の実施予定

額について、その内訳を併せて表示することとなっている。 

 変更案においては、現行の実施基準附則第４条第５項が削除されているが、これは

令和２年度に係る費用明細表の作成に関するものであるため、同項の削除は不適切と

までは言えない。 

 ただし、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る実施費用については、

国民・視聴者の関心が高く、受信料で賄われる当該実施費用が相当規模となることが

見込まれているところ、その使途を国民・視聴者に開示し、会計上の透明性を更に高

                                                   
6 ガイドラインにおいて、次の（イ）～（ハ）が審査項目とされている。 

（イ） 費用と業務との対応関係 
（ロ） 直課又は配賦の別 
（ハ） 配賦基準 
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めることが適当と考えられる。 

このため、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る対象業務の内容及び

実施に係る費用については、令和３年度の実施計画・業務報告書等において記載する

ことが求められる。 

 

Ｄ）インターネット活用業務の実施に要する費用の開示方法について適正かつ明確に定

められていること 

 現行の実施基準附則第５条においては、令和２年度に行うインターネット活用業務

として地上テレビ見逃し番組配信のうち地方向け放送番組の提供に係る業務等を行

うに当たり、予算執行時に予算の上限を超過する場合には、他の項からの予算流用に

ついて、経営委員会の議決を経たときに、当該業務に要した費用について令和２年度

の業務報告書に掲載して公表する旨が定められている。 

変更案においては、当該規定が削除されているが、変更案附則第 1条第３項におい

て現行の実施基準「附則第５条に則り、令和２年度のインターネット活用業務」が現

行の実施基準で定めた上限を超えて実施された場合に、費用の公表については、「従

前の例による」とされており、適当なものと認められる。 

  

Ｅ）区分経理の実施の適正を確保するための措置について適正かつ明確に定められてい

ること 

変更案において、現行の実施基準からの変更はないため、引き続き、適切なものと

認められる。 

 

Ｆ）事業収支差金の取扱いについて適正かつ明確に定められていること（有料業務に適

用） 

変更案において、現行の実施基準からの変更はないため、引き続き、適切なものと

認められる。 

 

（３）法第 20条第 13項の実施計画の実施の状況及びその評価に関する資料の作成及

び公表に関する事項が適正かつ明確に定められていること 

   

変更案において、現行の実施基準からの変更はないため、引き続き、適切なもの

と認められる。 
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（４）（３）による評価の結果も踏まえた法第 20条第 17項の規定に基づくインターネ

ット活用業務の実施の状況の評価及び当該インターネット活用業務の改善に関す

る事項 

   

変更案第８条第２項においては、インターネット活用業務の実施状況の評価につ

いて、「技術の発達および需要の動向その他の事情を勘案」という文言が追加され、

毎年度の評価への勘案要素が追加されているところ、放送法第 20条第 17項の文言

が定められたものであり、適切なものと認められる。 

 

Ⅳ．結論 

 

  以上の審査結果に基づき、本件認可申請について、次の事項が適切に履行されることを前

提として、これを認可することが適当であると考える。 

  ア ２号受信料財源業務の実施に要する費用が算定根拠に記載されている各年度の見通

し総額を超える金額にならないよう努めるとともに、各年度の見通し総額を上回ること

となった場合には、当該年度の実施計画・業務報告書等において、その旨及び理由を明

らかとすること 

イ 「オリンピック・パラリンピック東京大会に係る取り組み」について、対象業務の内

容及び実施に係る費用については、令和３年度の実施計画・業務報告書等において記載

すること 

 

Ⅴ．今後のプロセス 

 

  今回の認可申請については、透明性の高いプロセスの下で、広く国民・視聴者の意見を踏

まえつつ検討を進めるため、令和２年 11月 25日から 12月 24日までの間、意見募集を行う

こととする。 

今後、総務省においては、意見募集により寄せられた意見を踏まえ、更に検討を行い、認

可の適否について電波監理審議会への諮問を行う予定である。 


